
   非常災害（地震災害は除く）にかかる活動体制に関する要綱 

 

 

 （目 的） 

第１ この要綱は、非常災害（地震災害は除く。以下同じ）が発生する恐れのあるとき

又は非常災害時における茨木市教育委員会（以下「委員会」という。）に属する職員

の招集、教育施設の警備並びに児童・生徒及び社会教育施設利用者の安全確保に関し、

必要な事項を定めるものとする。   

 （職員の招集） 

第２ 勤務時間外における職員の招集については、次のとおりとする。 

 (1) 動員の範囲 

  ①事務局職員 

   ア 北大阪において大雨・暴風・洪水に関する警報が発令された場合、若しくは

警報の発令が予想される場合、全職員は、緊急連絡の受信と迅速な参集が可能

な体制を確保すること。 

   イ 茨木市域（以下市域という）において小規模災害が発生した場合、若しくは

小規模災害が発生する恐れがある場合、全職員は、自宅待機とする。ただし、

各部長の判断で、施設長又は一部若しくは全職員に出勤を命ずることがある。 

   ウ 市域において中規模災害が発生した場合、若しくは中規模災害が発生する恐

れがある場合、課長代理級以上の職員及び施設長は、直ちに所属の事務室へ参

集するものとする。他の職員は自宅待機とするが、各部長の判断で、一部若し

くは全職員に出勤を命ずることがある。 

   エ 市域において大規模災害が発生した場合、若しくは大規模災害が発生する恐

れがある場合、全職員は、直ちに所属の事務室に参集し、配備につくものとす

る。 

   オ ア、イ、ウ、エに関わらず茨木市災害警戒本部及び茨木市災害対策本部の指

示があればそれを優先させるものとする。 

  ②学校教職員 

   ア 北大阪において大雨・暴風・洪水に関する警報が発令された場合、若しくは

警報の発令が予想される場合、全教職員は、緊急連絡の受信と迅速な参集が可

能な体制を確保すること。 

   イ 市域において小規模災害が発生した場合、若しくは小規模災害が発生する恐

れがある場合、全教職員は、自宅待機とする。ただし、各校長は、自らの判断

で所属の学校へ参集するものとし、その際、一部若しくは全教職員に出勤を命

ずることがある。 

   ウ 市域において中規模災害が発生した場合、若しくは中規模災害が発生する恐

れがある場合、校長・教頭は、直ちに所属の学校へ参集するものとする。他の

教職員は自宅待機とするが、各校長の判断で、一部若しくは全教職員に出勤を

命ずることがある。 

   エ 市域において大規模災害が発生した場合、若しくは大規模災害が発生する恐

れがある場合、全教職員は、直ちに所属の学校に参集し、配備につくものとす

る。 



 (2) 連絡の方法  

                         教 育 長 

 

                        教育総務部長      次長      課長       施設長 

  教育政策課長 

                         学校教育部長      次長     課長       校長 

 （学校の警備並びに児童・生徒の安全確保） 

第３ 学校の警備並びに児童・生徒の安全確保については、「茨木市地域防災計画（第

12章 文教対策）」に定めるもののほか、教育長が別に定めるところにより、措置す

るものとする。 

 （社会教育施設の警備並びに施設利用者の安全確保） 

第４ 社会教育施設の警備並びに施設利用者の安全確保については、教育長が別に定め

るところにより、措置するものとする。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成５年９月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成７年９月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成19年６月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年７月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成22年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年７月12日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年５月29日から実施する。 

 



茨 教 政 第 4 3 2 号 

令和８年５月 29日 

 

（あて先）市立小・中学校長 

 

茨木市教育委員会    

教育長 森岡 恵美子  

 

        非常災害（地震災害は除く）にかかる学校の警備 

        並びに児童・生徒の安全確保について（通知） 

 

 標記のことについて、市立小・中学校長は、下記事項に留意し、万全を期すよう通知

します。 

 

記 

 

 （情報の収集） 

１ 報道等により、大雨・暴風・洪水等に関する情報の収集に努めること。 

 （休業の措置） 

２ 午前７時の時点で、茨木市において「暴風警報」「特別警報（大雨・大雪・暴風・

暴風雪）」「レベル４（河川氾濫・大雨・土砂災害）危険警報」が発表されていると

きは、休業の措置をとること。 

  「レベル３（河川氾濫・大雨・土砂災害）の警報」が発表されているときは、原則

として休業の措置をとらないが、校区の状況から、線状降水帯による大雨の可能性が

予想された場合など休業の措置が適当と判断したときは、教育委員会と協議すること。 

  いずれの場合においても、教育委員会から特別の指示があった場合は、この限りで

ない。 

（休業措置の連絡前に登校した児童・生徒に対する措置） 

３ 休業の措置を学校から連絡する前に登校した児童・生徒については、通学路の安全

や風雨の強さなどについて十分な状況判断のうえ保護者に連絡し、教職員等の引率の

もとに帰宅措置または適切な保護措置をとること。 

 （休業措置の中止） 

４ 午前９時までに、茨木市において項目「２」の警報等が解除されたときは、休業の

措置を中止すること。ただし、教育委員会から特別の指示があった場合は、この限り

でない。 

  なお、休業措置を中止するに際しては、通学路の安全確認を行うこと。 

５ 校区の状況から、休業措置の継続が適当と判断したときは、教育委員会と協議する

こと。 

 （授業の中止） 

６ 授業中に茨木市において項目「２」の警報等が発表されたときは、教育委員会の指

示により、授業を中止し、項目「３」に準じた対応をとること。 

 （校舎等の警備） 



７ 校長は、災害応急対策用資材を常時、準備・点検しておくとともに、特に茨木市に

おいて項目「２」の警報が発表されたとき等は、校内の安全管理及び防災対策を十分

に講じること。 

 （記録と報告） 

８ 校長は、災害の発生等に関して、その状況及び対処したことについて、詳細に記録

し、速やかに教育委員会に報告すること。 

 （校長の専決） 

９ 通信網の不通等により教育委員会の指示が受けられないときは、校長の判断におい

て、適切な措置を講じること。 

 

 

 なお、令和５年６月23日付「非常災害（地震災害は除く）にかかる学校の警備並びに

児童・生徒の安全確保について」の教育長通知は廃止する。 

 


